
大竹市・廿日市市中学校体育連盟細則 

 
第１条 本連盟の各種行事の開催は，次の二種とする。 

１． 郡市一円で行うもの 
２． 各地区別に行うもの 

 
第２条 各地区の行事は，地区理事会で決定し，本連盟に連絡及び報告するものとする。 
 
第３条 各種大会に参加する生徒の学齢は正規の学齢より１カ年をこえてはならない。 

但し、学校長が認めた生徒については参加することができる。 
 
第４条 本連盟の統制を乱したものは，理事会の決議により処理する。 
 

［附   則］ 
昭和６３年５月 ２日 一部改正 
平成１６年４月２３日 一部改正 
平成１７年１１月３日 一部改正 

 
 
 
 
 
 
平成１７年１１月３日 一部改正 


